
米子市監査委員告示第１号

定期監査の結果に関する報告の公表について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定により、米

子市監査委員監査規程（令和２年米子市監査委員規程第１号）に従い実施した

定期監査の結果に関する報告を、同条第９項の規定により、次のとおり公表す

る。

令和７年１月１4日

米子市監査委員 野 坂 正 史

米子市監査委員 植 田 昭

米子市監査委員 中 田 利 幸

１ 監査の種類

定期監査

２ 監査の対象

（１）米子市東保育園（以下「東保育園」という。）

（２）米子市ねむの木保育園（以下「ねむの木保育園」という。）

（３）米子市立住吉小学校（以下「住吉小学校」という。）

３ 監査の着眼点

予算の執行と経理事務及び物品の管理事務を重点とし、財務に関する事務

が法令等に準拠して、適正かつ効率的に執行されているかどうかを着眼点と

して実施した。

４ 監査の実施内容

（１）監査の範囲

主として令和６年４月１日から同年９月末日までに執行された財務に関

する事務

（２）監査の期日

令和６年１１月２６日

（３）監査を執行した監査委員

野坂正史・植田 昭・中田利幸



（４）監査の方法

全件又は抽出により関係書類の検査及び関係職員からの聴き取りを行い、

必要に応じ実査した。

５ 監査対象の概要及び監査の結果

監査対象の概要及び監査の結果については、次のとおりである。また、改

善又は検討を要する事項については、当該箇所に述べるとおりである。

なお、事務処理上細部にわたる留意すべき事項は、監査の時点で口頭によ

り指摘したので、本報告には省略した。

〔東保育園及びねむの木保育園〕

１ 監査対象の概要

東保育園及びねむの木保育園は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

に基づき、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育

を行うことを目的とする施設であり、その概況は、別表１のとおりである。

東保育園及びねむの木保育園は、こども施設課から直接必要とする経費に

ついて予算の配当を受けており、令和６年度一般会計歳出予算執行状況（令

和６年９月末日現在）は、別表２のとおりであった。

２ 監査の結果

（１）予算の執行と経理事務

〔東保育園〕

ア 旅行に関する事務については、適正に処理されていた。

イ 需用費及び備品購入費に関する支出事務については、適正に処理され

ていた。

ウ 公立保育所使用料の徴収事務については、適正に処理されていた。

エ 災害共済掛金負担金の徴収事務については、適正に処理されていた。

オ 複写機使用料及び共食費の徴収事務については、適正に処理されてい

た。

カ 施設等の維持管理に関する事務については、適正に処理されていた。

〔ねむの木保育園〕

ア 旅行に関する事務については、私有自動車を公務使用した際、私有自

動車公務使用簿を所属長に提出し、その確認を受けていなかったものが

あったので、米子市私有自動車の公務使用に関する規程（平成１７年訓

令第４６号）の規定に基づき、今後、適正に処理すること。

イ 需用費及び備品購入費に関する支出事務については、適正に処理され

ていた。

ウ 公立保育所使用料の徴収事務については、適正に処理されていた。



エ 災害共済掛金負担金の徴収事務については、適正に処理されていた。

オ 複写機使用料の徴収事務については、適正に処理されていた。

カ 職員駐車場の手続及び収納に関する事務については、適正に処理され

ていた。

キ 施設等の維持管理に関する事務については、適正に処理されていた。

（２）物品の管理事務

〔東保育園〕

備品の管理状況については、備品台帳を基に、抽出により現品と照合し

た結果、数量の符合しないものがあったので、米子市物品管理規則（平成

１７年米子市規則第４７号）の規定に基づき、今後、適正に処理すること。

〔ねむの木保育園〕

備品の管理状況については、備品台帳を基に、抽出により現品と照合し

た結果、数量は符合した｡

〔住吉小学校〕

１ 監査対象の概要

住吉小学校の概況は、別表３のとおりである。

教育委員会は、学校の規模等を勘案し、各学校長に対して、学校施設の維

持管理に必要とする経費及び教育に直接必要とする経費について予算の配当

を行っており、住吉小学校における令和６年度一般会計歳出予算執行状況

（令和６年９月末日現在）は、別表４のとおりであった。

２ 監査の結果

（１）予算の執行と経理事務

ア 需用費、役務費及び備品購入費に関する支出事務については、適正に

処理されていた。

イ 就学援助費の支給事務については、適正に処理されていた。

ウ 災害共済掛金負担金の徴収事務については、適正に処理されていた。

エ 電話料の徴収事務については、適正に処理されていた。

オ 職員駐車場の手続及び収納に関する事務については、適正に処理され

ていた。

カ 施設等の維持管理に関する事務については、適正に処理されていた。

（２）物品の管理事務

ア 備品の管理状況については、備品台帳を基に、抽出により現品と照合

した結果、数量は符合した。

イ 図書の管理状況については、学校図書システムを基に、抽出により現

品と照合した結果、数量は符合した。



ウ 郵便切手類の管理状況については、郵便切手類出納（受払）簿を基に、

現品と照合した結果、数量は符合した。

別表１ 施設の概況（令和６年４月１日現在）

別表２ 令和６年度一般会計歳出予算執行状況（令和６年９月末日現在）

（単位：人）

施　設　名 所　　在　　地 園児数

米子市東保育園  米子市博労町３丁目４１番地 83

米子市ねむの木保育園  米子市錦町３丁目７７番地 31

米子市東保育園

Ａ Ｂ Ｃ Ａ － Ｃ

予算現額 支出負担行為額 支出済額 予算残額

子ども・子育て
支 援 費

1,003,000 501,493 451,245 551,755 45.0 90.0

合 計 1,003,000 501,493 451,245 551,755 45.0 90.0

米子市ねむの木保育園

Ａ Ｂ Ｃ Ａ － Ｃ

予算現額 支出負担行為額 支出済額 予算残額

子ども・子育て
支 援 費

954,000 492,823 465,836 488,164 48.8 94.5

合 計 954,000 492,823 465,836 488,164 48.8 94.5

（単位：円・パーセント）

（単位：円・パーセント）

費　　　目 Ｃ／Ａ Ｃ／Ｂ

費　　　目 Ｃ／Ａ Ｃ／Ｂ



別表３ 学校の概況（令和６年５月１日現在）

別表４ 令和６年度一般会計歳出予算執行状況（令和６年９月末日現在）

学　校　名 所　　在　　地 学級数 児童生徒数

米子市立住吉小学校  米子市旗ヶ崎５丁目１７番１号 30 579

（単位：学級・人）

米子市立住吉小学校

Ａ Ｂ Ｃ Ａ － Ｃ

予算現額 支出負担行為額 支出済額 予算残額

小 学 校 費
学 校 管 理 費

小 学 校 費
教 育 振 興 費

（単位：円・パーセント）

費　　　目 Ｃ／Ａ Ｃ／Ｂ

16,118,000 6,508,644 6,234,531 9,883,469 38.7 95.8

3,592,000 2,165,734 2,002,751 1,589,249 55.8 92.5

合 計 19,710,000 8,674,378 8,237,282 11,472,718 41.8 95.0


